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時限保護期間と企業行動
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Abstract
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The purpose of this paper is to examine whether the incentives which the temporary protec-

tion policy for the Japanese oil industry from 1986 to 1996 builds in worked effectively or not.

The temporary protection policy is provided by the Provisional Law on Importation of Spe-

cific Petroleum Products (Tokusekiho)The focus in this paper is changes in the cost struc-

ture of some firms in Japanese oil industry, called Motouri, during the period of protection.

The empirical approach is based on estimating a cost function and share equation jointly for

each firm, using the SURE technique. It is found that the cost function of each firm increases

during the period of protection, so that the incentives did not work effectively. One possible

explanation for this is a lack of credibility of the temporary protection policy.
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I :はじめに

国際公共政策研究 第3巻第2号

近年、日本のエネルギ-の中で最も重要な資源の一つである石油製品に関する法律が規制

緩和の一環として廃止された。具体的には1996年3月未に特定石油製品輸入暫定措置法(以

下、略して特石法と呼ぶ)が廃止され、特定石油製品(ガソリン、灯油、軽油)の輸入が自

由化されることになった。特石法とは1986年に施行された特定石油製品の安定供給を目的と

する法律のことで10年間という期限を持つ時限立法である。その特石法によりガソリン等の

石油製品の輸入は事実上、日本の元売り業者に限られることになった。つまり、この法律は

石油製品の輸入という点に関して日本の既存の石油会社を保護していたことになる。

時限保護立法とは端的には日本への新規参入者を一時的に制限することで、自国企業を有

利にすることを目的とした法律である。そして、将来的な保護の廃止から競争を予想するこ

とが可能であることから、企業に対して保護期間の間に設備投資や製造コスト等の経営の効

率化を行わせるインセンティブを持たせることになる。ただし、問題なのはこの機能が有効

に働くためには企業がこの法律が時限であることを信頼できるのかということである。

この論文の目的は政策の信頼性(Credibility)の問題に注目し、特石法が有効であった期間、

つまり10年間の日本の石油産業、特に元売り4社の費用構造を分析することである。そして、

その分析を通じて時限立法の魅力的な力が有効に機能したのかを検証する。

特石法に関する文献はいくつか存在するO松井(1998)は政府の石油産業への規制一般に

関する議論を行っている。政府と石油産業だけが存在する環境を想定し、政府が企業の保護

政策を行う場合、裁量的かルールを守るのかという政府の態度がどのように企業に影響を及

ぼすのかをゲーム理論を用いて分析している。その結果は裁量的政策よりも政府がルールを

守ることが社会的に望ましいことを数値例を使用して示している。しかし、この論文は理論

的なフレームワークのみの研究であり、費用構造の変化を戦略としてモデルに取り組んでい

るが実証的な観点からの分析に欠けている。

実証分析をしている論文には以下のものがある。千田(1996)は事前的に石油製品の輸入

自由化がどのような効果を持つのかを動学的なモデルを使用し計量分析とシュミュレーショ

ンを行っている。この論文は新規参入者の効果を考慮しており、その影響もあってガソリン

卸売価格が幾分か下落することを予想している。しかし、石油会社の費用構造に注目してお

らず、また、現在のガソリン卸売価格市況と一致しているかどうかは問題であるO大西その

他(1997)は特石法廃止の石油製品小売価格への影響について都道府県別の実証分析を行っ

ている。小売価格が低下していることを示しており、下げ幅が予想より低いこととその原因

が石油備蓄法や品質確保法等の参入を阻止する規制緩和プログラムであることを指摘してい
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る。特石法に関する過去の文献を外観すると特石法の廃止の影響について分析しているが保

護期間の石油産業の行動など特石法自体の影響ついては分析対象にしていないことがわかる。

費用関数の推定に関しては過去において多くの文献が存在する。日本の特定産業について

の費用関数の実証分析も多く存在する1)。しかし、日本の石油産業については特に特石法の有

効期間における費用関数の実証分析は今まで存在していない2)。石油産業に関する費用関数

の実証分析はShoesmith (1988)がアメリカの石油精製業全体に関して行っている。その結

果として石油産業の平均費用関数がU字型をしていることと範囲の経済性があることを示し

ている。しかし、 Shoesmith (1988)はパネルデータを使用して石油精製業全体の分析を試み

ていて、各社ごとに分析を行っていない。この論文では石油企業各社の費用関数の推定を行

い、日本の石油企業の費用構造が保護期間10年間の間にどのように変化したのかを検証し特

石法自体の政策評価を行った。その結果、検証した元売り4社は保護期間の間に費用関数が

減少傾向にシフトせず、むしろ増加傾向にシフトしていることが分かった。つまり、時限と

いう競争へのインセンティブ機能が有効に働かなかったと解釈することができる。また、特

石法は1994年に事実上、廃止が決定されたのであるが、 1994年からの期間についても費用構

造の変化を分析した。その結果は統計的に有意ではなかった。

この論文の構成は以下の通りである。第2章では時限立法、日本の石油行政、日本の石油

産業の組織と現在の石油市況について言及する。第3葦では費用関数の推定式を導出する。

第4章ではデータの出所を述べ、第5章において実証分析を行い、その解釈を行う。結論で

は特石法に対する信頼性について議論を進める。

2 :日本の石油政策

2.1 :時限立法

時限保護立法に関してはいくつか文献が存在する3)。この法律は政府が国際競争力のない

産業に競争力を付けさせるように猶予期間を与えることを目的にしている。つまり、日本で

の海外企業の活動を制限することで、自国企業を保護する法律である。また、動学的にも自

国企業がその保護されている間に黄争力を付けるようになったならば、外国企業は保護が撤

廃されても参入することができない効果を持つと考えられている。そのような設備投資や経

営の効率化を図る等の競争力を付けるインセンティブは将来保護が除去された時点での海外

1)秋岡(1993)は沖縄電力の費用関数の推定を行っている。

2)日本の石油産業に関する文献は今井・宮川(1969)を挙げることができる。投資関数や価格の動向など詳細な分析
を行っている。

3)伊藤・清野・奥野・鈴村(1988)に詳しく論じられているo
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企業との競争の可能性がもたらす脅威である。しかし、この魅力的な力を発揮するためには

特石法が時限立法であることを石油産業自体が信頼しなければならない。もし時限政策が政

府の裁量によって無限政策に変化することを企業が予想していたのであれば、企業は政府が

当初想定した通りの企業努力を行わない可能性がある。この点に規制産業における政策の信

頼性の問題が発生するのである。

時限保護立法における企業行動を分析した論文の多くは自国企業の投資行動に関したモデ

ルを分析している　Matsuyama and Itoh (1986)は微分ゲームを使用して動学的な寡占市場

を扱っている。その結果、自国企業は参入阻止的行動を選択し、もし外国企業が参入してきて

もシュタッケルベルグリーダーになるように設備投資をNash均衡よりも増強することを

示している。しかし、残念ながら保護期間の企業の費用構造に関する理論的分析が存在せず、

またその実証分析を行っていない。時限保護立法自体の分析としてはMatsuyama (1990)が

タイミングゲームを使用して政府と企業の相互依存関係を分析し、時限保護政策を均衡とし

て特徴付けしている。

2.2 :政府と石油産業

日本において主要な基幹エネルギーである石油はほとんど採取することができない。その

ため石油は日本にとって輸入依存度が非常に高いエネルギーである。また石油産油国の戦略

的政治商品であることなどから、我が国は原油の価格変動を激しく受け安定的に供給できな

いという危険性を回避しなければならない。そのため、国内で精製し、いかに低廉で、安定

的に供給できるかが石油政策の中心課題であり、国内市場の一定割合を国の影響下に置くこ

とが必要であるとの認識の下に各種の規制が行われてきた。具体的な石油政策の概観は以下

のようである。

1949年石油配給業務が石油配給公団から民間へと移管されることになり、政府は元売り業

者を登録して配給を行わせた。そして原油輸入を優先することにより、消費地精製方式が確

立された。次に1962年に制定された石油業法、 1975年に制定された石油備蓄法、 1977年に制

定された揮発油販売業法等は様々な点から石油産業を規制し、石油の安定供給を計るため施

行された。特に石油業法は石油会社の営業を許可制とし、販売計画等、新規設備投資までも

規制している。そして、事実上政府が``弾力的"な行政を行い石油産業を管理することまで

も明記している。また、石油会社は石油備蓄法が制定された当初は各社60日の備蓄義務が課

されていた。以上の規制から石油会社は消費地精製主義を徹底し原油の輸入を行い精製する

ことに事実上限られており、 1986年までは石油製品の輸入はほとんど認められていなかった。

このような石油を取り巻く環境はまさに政府と民間が一体となって、石油の安定供給を目指

したことを示している。しかしながら、外国との価格格差等の問題やヨーロッパやアメリカ
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からの圧力もあってか、石油市場の自由化が望まれる情勢になった。また三菱総合研究所

(1996)によると我が国の石油産業は人件費や技術等の問題もあり、外国企業に太刀打ちで

きない状態であった。そのため、政府は1986年に輸入自由化の圧力に対する暫定措置として

事実上、自国企業に10年間の保護期間を与える特定石油製品輸入暫定措置法を施行した。具

体的には石油製品(ガソリン、軽油、灯油)を輸入するためには依然、政府の許可が必要で

ありかつ以下の3つの条件を満たさなくてはならなかった。その条件とは①特定製品の輸入

が減少した場合にそれに代えて当該製品を生産できる等の設備を有していること②特定石油

製品又は原油を貯蔵するために施設を有していること又はこれに準ずる措置が講じられてい

ること③輸入製品の品質を調整するための設備を備えていることである。上記の条件を満た

す企業は実質的には国内精製業者に限定される。つまり、自国企業のみ石油製品を輸入する

ことができることになった。しかし、 1986年からの石油製品の輸入量は微量である1986年

度はガソリンの輸入量は国内の生産量の約1割と増加傾向であったが、 1990年の湾岸危機に

より、有力な製品供給国であったクウェートの製油所が破壊されたことと国内の原油処理量

を政府が引き上げたことが製品輸入の微量傾向をもたらせた。また、 1992年に石油会社別に

割り当てられていた原油処理枠指導が廃止され、各社が自社製油所の生産を重視するように

なった。その事等から輸入は可能になったものの輸入量は増加していないのが事実である。

1994年6月の石油審議会石油部会石油政策小委員会で事実上、特石法の廃止が決定し、 1996

年に特石法は廃止され、誰でも石油備蓄法等の基準を満たす限り輸入することが可能になっ

た。この特石法の廃止は消費地精製主義からの脱却とも考えることができる。しかし、政府

は廃止とほぼ同時に石油の安定供給の懸念から石油備蓄法を若干強化し、かつ品質確保法を

施行し品質基準を制定した。その後、セルフスタンドの解禁等規制緩和があったが、参入を

防止するような規制緩和プログラムの効果もあり、シェアの点からは現在卸売市場や小売市

場への参入はほとんどない現状である。ただし、将来的には2001年に石油業法も廃止される

計画になっている。

2.3 :石油産業の組織と流通

石油産業の構成要素には大きく6つある。それは元売り、精製会社、特約店、特約店SS、

販売店、販売店SSである(SSはサービスステーションを示す。)具体的には石油製品は

消費者までに2つの流れがある。 1つは元売り-特約店-特約店SS-消費者であり、もう

一つは元売り-特約店-販売店-販売店S S-消費者である. (下記図211を参照: -は石油

製品の流れを示す)元売りとは特約店、販売店等の流通機構や直接販売を通じて、需要者に

自らのブランドが付いた石油製品の販売を行っている石油会社のことをいう。特に精製会社

を兼ねているものには、日本石油、出光興産、ジャパンエナジ-、コスモ石油、昭和シェル
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石油、三菱石油、ゼネラル石油、九州石油、太陽石油、ゼネラル石油の9社があり、エッソ

石油、モービル石油、キグナス石油は販売専業である。主に元売りと契約して石油を精製し

ているのが精製会社である。特約店とは元売りと特約店販売契約を締結した店のことを示し、

販売店とは特約店と同様の販売契約を締結した店のことを示す。

精製元売り会社

精製専業 元売り専業会社

特約店　　　特約店ss

消費者

販売店　　　販売店ss

図2-l :石油産業の構成

2.4 :現在の石油市場

現在の石油製品市場、特にガソリン市場について言及する。特石法は1996年に廃止された

わけであるが、この廃止の決定、つまり政府が裁量的な行動をせず、ルール通り法律を廃止

することを決定したのは1994年6月の石油審議会石油部会石油政策小委員会である。それ以

後、元売りやS Sは約2年後、新規参入者が潜在的に居る状況にたたされることになる。

図2-2より1986年から1994年くらいまで原油価格、ガソリン卸売価格や小売価格の変動は

激しくなかった。それ以後1996年3-4月あたりまで原油価格は幾分上昇傾向であり、卸売価

格は幾分フラットであったと考えられる。しかし、ガソリン小売価格は原油価格や卸売価格

と比例せず、 1994年あたり、つまり特石法が廃止される約2年前から下落している。参入が

ほとんどないという事実からは予想ができない競争がスタートしたように見えるO

現在1999年1月においては、ガソリン1リットル当たり80円代を付けているガソリンスタ

ンドは珍しくない状況が続いている。経済企画庁の報告"規制緩和・自由化の伴う経済効果"

によるとガソリン価格、灯油、軽油の価格下落より消費者に8740億円還元されたことになる。

また、 1996年度、元売り各社は約4割減益したことを発表した。特石法が廃止される前と廃

止された後のわずかな参入しかない状況でのガソリン価格下落傾向に関しては後藤(1998)

が実証研究を行っている。
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3.1 :費用関数の実証研究4)

費用関数と生産関数間の双対怪を利用するまでは実証研究において多くの問題点があっ

た5)。まず、生産者の費用最小化問題のコンセプトを示す。

C(y,w)-mm{w,x,+w2X:」fix)≧タ,x≧0)
∫

生産関数をy-fWと定義し、ある生産量万を生産するために必要な投入要素をx-¥x¥,

x2)≧0とし、その価格をw-(u>i, Wi)>0とする。この間題を解き、ある最適な要素投入量

を代入したものを費用関数C(y, w)と定義する.

この定式化に従った推定では、外生的に使用している生産関数の定式化が問題となる。し

かし、正規条件を前提とすれば、シェフア-ドが双対性6)を証明したことによって、今までの

ように生産関数の関数形を特定化する必要がない。つまり、正規条件が満たされている限り、

費用関数から生産関数を導出することが可能で、どちらかを推定することで2つの式の情報

を得ることができるようになった。問題は費用関数の性質が推定された費用関数において、

満たされているかどうかということである。具体的にはChristensen-Jorgenson-Lau (1971,

4)企業は生産iiiと宣告用の両方を同時に決定することになるoそのことから、内生変数が2つ存在するケースになるo
推定において問題が発生する可能性がある。

5)詳細はTakayama (1985, 1994)を参照
6)ある正規条件下において、宴管用関数を所与とするとユニーク生産関数を導くことが可能。
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1975)の提案したTranslog型関数が実証研究では使用されているTranslog型関数は任意

の関数に対して連続微分可能性を満たすことを仮定しテイラー展開をしたものである。その

関数形に費用関数の性質を持たせて費用関数の推定式を導出することになる。

この論文では石油産業は原油からいくつかの石油製品を精製することから、多生産型の

Translog型費用関数を用いる。

・ogC-a<>+∑a, log Y:+Eb, log W,+‡描a,, log Y,log Y,
I.　　　"T

i=l            L',I

・÷描6wlog W,log W,+∑ ∑C。 log Y,log W,
'':　　1

!=I Iel

CK

元売りは原油から石油製品(ガソリン、軽油、灯油、ナフサ、重油、アスファルト、パラフ

ィン等)を精製しているo推定する際、各油種に分けることが望ましいがデータベースが詳

細に生産量を分けていないこととモデルの複雑化を避けるため生産量に関しては以下の変数

を選択する。また要素価格は原油価格とその他要素価格を選択した。

C:費用　　Yl:ガソリン、灯油、軽油生産量　Y2:その他生産量

Wl:原油価格　W2:その他要素費用価格

費用関数は様々な性質を持つことがわかっている(1)が生産量や投入価格に関して、二階

連続微分可能であると仮定するOその仮定からヤングの定理とシェフア-ドの補題7,による

要素需要関数の交差代替効果の対称性より

a,,-a,, i*j, b>,-bn i*j, c,,-c,, i*j

の制約をおく。次に要素価格に関して一次同次であることが求められる。そのことから、以

下のような制約をおく。

∑b,-l, ∑bり-0　∀i, ∑c,,-0 V;
teI　　　　}=l               t=l

また費用関数は生産量と要素価格に関して非減少関数であることが知られている。非減少

関数であるかどうかは推定結果より判断する。

次に費用関数の変形を行う。具体的には(1)を要素価格Wiで偏微分して、シェフア-ドの

7)費用関数を要素価格で偏微分すると要素需要関数を導出することができるo (∂C/∂Wt-xi)通常、生産関数の情報
を下に包絡線定理の応用として補題を導出している.しかし、シェファ-ドは生産関数の情報がなくても正境条件
を仮定することでその補題を導出している　Diewert (1982)が詳細.
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補題を用いると以下のように表記することができる。この式はコストシェア方程式と解釈で

きる。

s.- 豊芸濃筈-誓-b,+∑bりIog W,+∑C。Iog r,
・:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.:

)=l            i;I

Sl :原油シェア　　S2:その他費用シェア

(2)

3.2 :推定法8)

近年の費用関数の推定においては、 Translog型費用関数とシェアコスト方程式を同時に

推定することが通例であり、多値関数の推定方法を使用する。そして各方程式に共通の説明

変数がない場合でも誤差項間に相関があると仮定して推定する"Seemingly Unrelated

Regression Estimation" (SURE)9'(Zellner (1962))を使用する。

この推定方法を使用すると1つずつ推定するよりも効率的なパラメータの推定量を得るこ

とができることが知られている。またパラメータに対するデータ量を増やす効果も持つ。た

だし、シェアコスト方程式を推定するために、 1つの方程式を削除することが必要になる。

シェアの性質からその被説明変数の和が1になることにより、分散共分散行列が非特異行列

にならない。そのことから、パラメータの推定量を計算することができなくなることがわか

る。よって、 1つのコストシェアを削除することによって、推定を実行することができる。

この論文ではその他費用シェア方程式を削除する。

4 :データの所在と会社の説明

この論文で使用したデータは元売り4社、日本石油株式会社、三菱石油株式会社、株式会

社ジャパンエナジー、昭和シェル石油株式会社の個別時系列データである。アメリカの石油

精製業を分析したShoesmith (1988)はパネルデータを使用して全体的な費用関数の推定を

行っているが、この論文では特石法の効果が各会社ごとに違いがある可能性を分析するため

各社の時系列データを使用する。また、データセットを作成する際、入手可能な上場の元売

りのみを使用する10)。

サンプル期間については1963年から1996年までの34年分を使用して企業別のデータセット

を作成した。各企業の費用については日本開発銀行財務データベースを使用し、売上原価、

販売費及び一般管理費、営業外費用から営業外収益を差し引いた額の合計を使用するO生産

8)推定のために計畳ソフトMicrofit 4.0を使用。 Pesaran and Pesaran (1997)を参考

9)詳細はDavid∽n and MacKinnon (1993) , Greene (1997)
10)ゼネラル石油とコスモ石油は上場企業であるが生産量に関するデータ数が少ない事等、今回の分析に不適切である

ことから削除した。
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量に関しては、有価証券報告書から抜粋し、データセットを作成したO原油からガソリン、

軽油、灯油、重油、アスファルト、パラフィン等が精製されるが、近年の各元売りの有価証

券報告書では主要なガソリン、灯油軽油、その他と大きく分けて報告してあることとモデル

の複雑化を避けるため単純化した生産量の分類を使用する。

元売り各社は石油製品の仕入れと1986年から輸入を行っているが、石油産業の石油製品の

輸入量が全体的に少ないことと各社の正確な仕入れのデータの入手が困難であることから分

析には含めなかった。

要素価格は原油価格とその他要素価格の代理変数として資本価格のデータを使用するO資

本価格は各石油会社の主要な取引銀行が都市銀行であることなどから都市銀行貸出約定平均

金利を日経Needsから引用した。燃料価格についても日経Needsから原油価格を引用した。

要素価格は各社共通のデータとなる。

追加的な変数として、原油処理の稼働率を使用する。精製所の稼働率も各社の費用に影響

を与えると推測できることと秋岡(1993)を参考にしたOこのデータも日経Needsから引用

した。

原油シェアとその他費用シェアは費用のなかで各原油コスト、原油以外のコスト(資本コス

トと労働コスト)の占める割合を計算した。ただし、原油コストに関しては費用から資本コス

トと労働コストを引いたものを代理変数として使用し、それを用いて原油シェアを計算した。

この論文においては時系列データを長期間に渡って使用していることから単位根検定や共

和分検定を行うべきであると考えられる。LかLDejong, etal. (1992)はこれらの検定を

行う際、標本数100個の実験では標本数が不十分であること等を述べている。このことから、

標本数不足のため単位根検定や共和分検定を行わなかった。

5 :推定結果

5.1 :費用関数の評価

上記のモデルとデータを使用して費用関数とコストシェア方程式を同時に推定を行った。

また、この両式には同じ係数が含まれることから、この条件も制約として推定を行った。変

数は有意水準5 %で統計的に有意なものを選択した。また、 System Log Likelihoodの値を

指標に推定式を選択した。

推定する際、保護期間の費用関数がどのようにシフトしたのかを検証するため2つのダミ

ー変数を使用した。 1つは1986年から1996年までの特石法が有効期間での費用構造の影響を

見るための変数ともう一つは1994年から1996年までの特石法の廃止が事実上決定してからの
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各社の費用構造をみるための変数であるOそれぞれ1986年ダミー(D)、 1994年ダミー(A)と

表記し推定を行った.各ダミー変数の評価は次節で行う。また、精油所の原油処理稼動率U

を変数に加えて分析を行ったが有意な会社はなかった。

費用関数は生産量と要素価格の非減少関数であるという性質を持っていることから、その

性質を満たしているかを確認することでこの推定式が費用関数であることを検証した。その

結果、ジャパンエナジーの生産量Ylと昭和シェル石油の生産量Y2に関しては減少関数で

あることがわかった。しかし、それ以外の生産量に関して各社非減少関数であることとジャ

パンエナジーのその他要素価格以外は、要素価格に関しても非減少関数であることから、こ

れらの費用関数を所与として分析を進めることにした。以下に推定式を示すように、アメリ

カの石油産業全体の費用関数を1つに仮定して推定したShoesmith (1988)とは違い、各会

社ごとに費用関数が違うことがわかった.推定式の係数の下の()はP値を示している.

日本石油

Iog C-8.0542+.91312D+.0097506D,+.94304 10g ^, +.056960 log W2
(.000)　(.000)　　(.940)　　　(.000)　　　　(.000)

+.23382 log y,+.0062973 log ly log W,+.0083600 log ly log ly2
(.002)　　　　　(.000)　　　　　　　　　(.045)

-.014657 log WAog Wz
.001)

i22-.91964　　　　D. W.比-.59959

R--.47369　　　D. W.比-.25120 (その他費用シェア方程式)

System Log likelihood - 131.4503

三菱石油

Iog C--.64613+.27353D+.095902Dl+.86026 1og W, +.13974 log W2
(.460)　(.000)　　(.2 1 1)　　(.000)　　　　(.000)

+.71530 log 7,+.026708 log W, log W,-.026708 log W, log Wz
(.OOo)　　　　(.000)　　　　　　　　　(.000)

#2-.91154　　　　D. W.比-1.3318

Rご=.23506　　　D.W.比=1.1666 (その他費用シェア方程式)

System Log likelihood- 103.1015

ジャパンエナジー

Iog C-.30995+.19595Z>+.50312」>,+.84504 1og W,+.15496 log W2
(.766)  (.02 6)　(.000)　　(.000)　　　　(.000)

+.69173 log Yz+.019990 log W, log W,-.052026 log Wt log W2
(.ooo)　　　　　(.00 1 )　　　　　　　　　(.000)

+.032036log W2log W2+.35557log Y, log W, -.36238log F210g W,
(.004)　　　　　　　　(.000)　　　　　　　(.00 1 )

+.038583 logY, logWt-.031774 logy2 log W2
(.00 1 )　　　　　　　　　(.003)
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i?2-.95637　　　　D. W.比- 1.0162

R2-.86873　　　D.W.比-.96922 (その他費用シェア方程式)

System Log likelihood- 1 17.8633

昭和シェル石油

Iog C-2.0513+.99676D+.0097672D, +.95586 log W,+.044142 log W2
(.050)　(.000)　　(.94 1 )　　　(.000)　　　　　(.000)

+.53699 log 7,+.014872 log W, log W,-.014872 log W- log W2
(.000)　　　　　(.000)　　　　　　　　　　　(.000)

+.073644 log 7, log Wx-.073644 log Y2 log W-
(.000)　　　　　　　　　　(.000)

i?--.97756　　　　D. W.比- 1.8097

R--.92858　　　D. W.比-1.1526 (その他費用シェア方程式)

System Log likelihood - 120.1236

5.2 :時限保護立法の政策評価

1986年ダミー変数(刀)はすべて有意であった。つまり、保護期間に費用の構造変化がある

ことを有意にとらえることができた。また、推定では生産量、要素価格の区分の仕方等を様々

に変えて推定を行ったO　しかし、推定する変数を変化させたとしても1986年ダミ-変数(D)

の係数は5%有意水準で統計的に有意であった。この変数に関してはかなり頑健性があると

考えられる。そして、ダミー変数の係数の符号から構造変化は費用関数がプラスにシフトす

ることも支持している。このことを踏まえると時限立法が有効であったのかどうかは疑問で

ある。費用構造の点からは、特石法という時限立法が有効に働かず、逆に政府の企業への保

護が費用の非効率性を生み出したとも考えることができる。

1994年ダミー変数(A)は日本石油、三菱石油、昭和シェル石油は統計的に有意ではなかっ

た。変数の標本不足が原因である可能性を否定することができない。しかし、符号を見ると

すべて正であった。特石法廃止の決定という情報を得ている期間であるが費用の効率化がす

ぐには進まないことを示していると考えられる。石油会社が裁量的な行政の環境にあったこ

とを考慮すると経営の転換を図るのが難しかったのではないかと推測することができる。

6 :結論

この論文では時限的な保護政策が有効に機能したのかどうかを石油会社の費用構造という

点に注目し検証を試みた。その結果、元売り4社は保護期間の間に費用関数が減少傾向にシ

フトせず、むしろ増加傾向にシフトしていることが分かった。つまり、時限という顛争への

インセンティブ機能が有効に働かなかっただけでなく、政府の保護政策が企業の費用の非効
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率性を招いた可能性があると解釈することができる。また、特石法が廃止されることが決定

した後でもジャパンエナジー以外の会社は統計的には有意ではないが、費用関数が増加傾向

にシフトしたようである。

では、なぜ特石法が有効に機能しなかったのであろうか。その機能が働かなかった理由と

して、政府の裁量的な行動が政策の信頼性を失わせたのではないかと考えることができる。

第2章で見てきたように政府と石油産業は二人三脚で日本の基幹エネルギーである石油の安

定供給を目指してきた。石油業法の存在からも石油産業はほぼ政府の管理下にあった。政府

に管理を受け弾力的な行政を受けている関係を長期的に続けてきた結果、ルールを守るとい

う政府の態度を読み込むことができなかったのだと考えられる。つまり、政府が特石法を廃

止して、市場に競争を促すことをまさか行わないという信念(主観的確率)を石油会社は抱

いていたのではないかと考えられる。石油会社の信念や予想の誤りは特石法廃止の決定後、

ガソリン市場が急激に不安定になった事実からも推測することができる。

今回の規制とその廃止から得ることができる一つの教訓は政府が保護対象の行動を認識し、

企業との過去の関係を考慮しながら動学的にも整合怪のあるような政策を決定すべきことで

ある。そして、政府の保護下にある産業と政府の関係を良く認識した行政を行うべきである

と考えられる。

この論文にはいくつか問題点が存在する。まず、費用という点にしか注目しておらず、政

策の信頼性という点には間接的にしか分析していないことが挙げられる。この点に関しても

投資関数等の推定を通じて分析を重ねる方向で考えているO　また、輸入のデータがない等の

データの制約もあったO次に政策の評価に関してはコンスタントのパラメータでしか判断し

ていない事などが挙げられる。石油各社は様々な情報を得ながら、意思決定をしていくこと

を考えるとパラメータが変動していく過程を分析することも必要であると考えられる。また、

石油産業という製造会社を分析していることから原油の精製処理技術の変化等、技術革新に

ついても分析する必要がある。上記の問題点を探りながら、今後は政策の信頼性を分析する

手法の研究を行う方向で考えている。
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